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同時発表先： 合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、

岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、

山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

建設業者に対する監督処分について

本日、中国地方整備局は、別紙のとおり建設業法の規定に基づく監督処分

を行いましたのでお知らせします。

＜問い合わせ先＞

中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間）

【担 当】建政部 計画・建設産業課長 岩 舩 真 哉 （内線６１２１）
い わ ふ ね し ん や

建政部 計画・建設産業課長補佐 立 岩 晃 （内線６１４２）
た て い わ あきら

【広報担当窓口】 広報広聴対策官 坂 屋 政 之 （内線２１１７）
さか や まさ ゆ き

企画部環境調整官 松 本 治 男 （内線３１１４）
まつ も と は る お



（別 紙）

建設業者に対する監督処分について

国土交通省中国地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第

１００号）に基づく監督処分を行いました。

記

１．処分対象業者

商 号 許 可 番 号 代 表 者 所 在 地

株式会社サタケ 国土交通大臣許可 佐竹 利子 広島県東広島市

（特-２５）第６９０５号 西条西本町２－３０

２．処分内容

建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止命令

（１）期 間

平成２９年２月８日から平成２９年３月９日までの３０日間

（２）停止を命ずる営業の範囲

全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、

公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているも

の。

３．処分理由

株式会社サタケは、他の事業者と共同して、遅くとも平成２３年４月５日

から平成２５年１２月８日までの間に、農業協同組合等が北海道の区域にお

いて、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積

り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工

事等について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするこ

とにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に

制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和２２年法律第５４号）第２条第６項に規定する不当な取引制

限に該当し、同法第３条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から

平成２８年２月１０日に同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び

同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確

定した。

このことが、建設業法第２８条第１項第２号及び第３号に該当すると認め

られる。

－ 以 上 －


